
問い合わせ先 

こども課　子育て相談係　担当　松井 

TEL：０７７９－８８－８７７１　FAX：０７７９-８８-１１２０ 

e-mail：jidou＠city.katsuyama.lg.jp

資料№2 

令和 7年 4月 3日 

報道各位 

勝山市　こども課 

こども食堂等運営支援事業補助金について 

　みだしの件について、下記のとおり実施しますのでお知らせします。 

 

記 

 

１．概　要　　多様かつ複合的な困難を抱えるこどもたちを支援するため、安心安全で

気軽に立ち寄ることができる食事等の場所を提供する団体に対し、こど

も食堂等の運営に関する費用を補助する 。 

 

２．時　期　　令和 7年 4月より随時受付 

 

３．内　容　　 

　対 象 事 業：こどもやこどもの保護者に対し、食事の提供、学習支援、体験活動ま 

　　　　　　　　たは生活指導を行う事業 

　補助対象経費：こども食堂等の運営に要する経費 

(消耗品、食材費、施設使用料、光熱費、ボランティアの交通費等 

   補 助 金 額：1回あたり 1万円　※年間 50 万円を上限とする 

　　そ の 他：事前に事業計画等を作成し、市に提出が必要 

 

 

 

 




